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第８次保健医療計画の策定について（協議） 

１ 前回協議会でいただいた主な御意見への対応について 

いただいた主な御意見 対応（案） 

○がん予防（ＨＰＶワクチン） 

・ＨＰＶワクチン接種について、周知

がまだ足りないので、キャッチアッ

プ世代を含めて、積極的な勧奨をお

願いしたい。 

 

⇒接種対象者やその家族が接種に前向き

となり、確実な接種行動に結びつくよ

う、市町や医療関係団体等と連携し、

ワクチンの効果や接種しないことによ

るリスクなどについて、分かりやすい

情報発信を積極的に実施してまいりま

す。 

○学校でのがん教育 

・正しい知識を教育することが重要。

教育庁において性教育を含めてしっ

かりと実施してほしい。 

 

⇒山口県がん教育推進協議会における意

見を踏まえながら、学校におけるがん

教育の充実に努めてまいります。 

○がん検診の受診促進（企業向け） 

・中小企業等への周知に加え、保険会

社にも顧客へのがん検診の呼びかけ

などの検討をお願いしたい。 

 

⇒県と連携協定を締結している保険会社

と協議した上で、協力をお願いする方

向で検討してまいります。 

○がん検診受診対象者への周知 

・乳がん検診は、女性の検査スタッフ

（医師、技師）だと受診しやすい。そ

うした周知が受診率向上にもつなが

るのではないか。 

 

⇒がん検診の実施主体である県内各市町

に御意見の趣旨を伝え、工夫した周知

が行われるよう呼びかけてまいりま

す。 

○専門医療機関連携薬局 

・薬剤師を養成できる医療機関が県内

に未整備であり、他県で養成せざる

を得ない。指導側の数が足りていな

い現状がある。 

 

⇒計画（最終案）P61に「県内研修施設の

拡大に向けた検討など専門人材の育成

のための環境整備を図る」旨を記載し

ます。 

○緩和ケア 

・研修医の段階から基礎的な緩和ケア

の認識を持ってもらうことが重要。

こうした基礎的な部分の普及は、こ

れからも必要だ。 

 

⇒今後も、がん医療に携わる全ての医療

従事者が、適切な緩和ケアを提供する

ことができるよう、緩和ケアに係る知

識・技能を向上できる機会の拡大を図

ります 
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○数値目標 

・数値目標の「年齢調整がん罹患率」

は、努力で下げられるものではない。

受診が増えると罹患率が上がる側面

もあり、数値目標にはなじまない。 

 

⇒計画（最終案）P63の数値目標から「年

齢調整がん罹患率」を削除し、一次予

防に関する数値目標として、「１日当た

りの食塩摂取量の平均値」を新たに追

加します。 

 

２ パブリックコメント（県民意見の募集）の実施結果について 

第８次山口県保健医療計画（素案）に対するパブリックコメント（県民意見の募集）

を令和５年12月18日（月）から令和６年１月17日（木）までの期間に実施した結果、が

ん対策に関する意見の提出はありませんでした。 

 

３ 今後の予定 

令和６年 

１～２月 地域保健医療対策協議会（８圏域） 

  ２月 医療審議会（諮問・答申） 

  ３月 県議会環境福祉委員会（最終案報告） 

計画策定・公示 

 
 


